
 

 

本申請において入力された情報は、転出元自治体及び転入先自治体にそれぞれ転出又

は転入に係る申請者の情報として送信されます。 

 転出元自治体では、当該情報を利用し、申請者の転出に係る事務処理として、以下の

表 1に掲げる事務を行います。 

 転入先自治体では、当該情報を利用し、申請者が転入先自治体の住民となった際に実

施する届出等の対応を迅速かつ円滑に行うための準備として、以下の表 2に掲げる事務

を行います。 

 また、同一市町村内で転居する場合には、入力された情報はお住まいの自治体（転居

自治体）へ送信されます。 

 転居自治体では、申請者の転居に係る届出等の対応を迅速かつ円滑に行うための準備

として、以下の表 3に掲げる事務を行います。 

 

表 1 転出元自治体において実施する事務 

事務の種別 事務の内容 事務に係る法令等 

＜転出届＞ 転出届の受付に係る事務 
住民基本台帳法（昭和

42年法律第 81号） 

＜国民健康保険＞ 
被保険者資格喪失（適用終了）の

届出に係る事務 

国民健康保険法（昭和

33年法律第 192号） 

＜介護保険＞ 
被保険者資格喪失の届出に係る事

務 

介護保険法（平成 9年法

律第 123号） 

＜後期高齢者医療

＞ 

被保険者資格喪失の届出に係る事

務 

高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和 57年法

律第 80号） 

 

表 2 転入先自治体において実施する事務 

事務の種別 事務の内容 事務に係る法令等 

＜転入届＞ 転入届の受付に係る事務 
住民基本台帳法（昭和

42年法律第 81号） 

＜国民健康保険＞ 
被保険者資格取得（適用開始）の

届出に係る事務 

国民健康保険法（昭和

33年法律第 192号） 

＜国民健康保険＞ 
就学中の被保険者の特例該当者の

確認に係る事務 

国民健康保険法（昭和

33年法律第 192号） 

＜国民健康保険＞ 

病院等に入院、入所又は入居中の

被保険者の特例該当者の確認に係

る事務 

国民健康保険法（昭和

33年法律第 192号） 



 

＜介護保険＞ 
被保険者資格取得の届出に係る事

務 

介護保険法（平成 9年法

律第 123号） 

＜介護保険＞ 

住所地特例対象施設に入所又は入

居中の被保険者の特例該当者の確

認に係る事務 

介護保険法（平成 9年法

律第 123号） 

＜介護保険＞ 
住所移転後の要介護認定及び要支

援認定の申請に係る事務 

介護保険法（平成 9年法

律第 123号） 

＜後期高齢者医療

＞ 

被保険者資格取得の届出に係る事

務 

高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和 57年法

律第 80号） 

＜後期高齢者医療

＞ 

病院等に入院、入所又は入居中の

被保険者の特例該当者の確認に係

る事務 

高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和 57年法

律第 80号） 

＜国民年金＞ 
被保険者種別変更の届出に係る事

務 

国民年金法（昭和 34年

法律第 141号） 

＜犬＞ 犬の所在地変更の届出に係る事務 
狂犬病予防法（昭和 25

年法律第 247号） 

＜児童手当＞ 
児童手当・特例給付の請求に係る

事務 

児童手当法（昭和 46年

法律第 73号） 

＜印鑑登録＞ 印鑑登録申請の受付に係る事務 
各市町村が定める印鑑条

例 

＜原動機付自転車

＞ 

軽自動車税(種別割)申告(報告)書

兼標識交付申請の受付に係る事務 

各市町村が定める市町村

税条例 

＜その他＞ 

転入先自治体の住民担当課が必要

と判断した場合に、転入する転入

者に対して引越関連手続を案内す

る事務 

- 

 

表 3 転居自治体において実施する事務 

事務の種別 事務の内容 事務に係る法令等 

＜転居届＞ 転居届の受付に係る事務 
住民基本台帳法（昭和

42年法律第 81号） 

＜国民健康保険＞ 
市町村の区域内における住所変更

の届出等に係る事務 

国民健康保険法（昭和

33年法律第 192号） 

＜介護保険＞ 
市町村の区域内における住所変更

の届出等に係る事務 

介護保険法（平成 9年法

律第 123号） 



 

＜後期高齢者医療

＞ 

市町村の区域内における住所変更

の届出等に係る事務 

高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和 57年法

律第 80号） 

＜国民年金＞ 
被保険者種別変更の届出に係る事

務 

国民年金法（昭和 34年

法律第 141号） 

＜犬＞ 犬の所在地変更の届出に係る事務 
狂犬病予防法（昭和 25

年法律第 247号） 

＜児童手当＞ 
児童手当・特例給付の住所変更の

届出に係る事務 

児童手当法（昭和 46年

法律第 73号） 

＜原動機付自転車

＞ 

軽自動車税(種別割)申告(報告)書

兼標識交付申請の受付に係る事務 

各市町村が定める市町村

税条例 

＜その他＞ 

転居自治体の住民担当課が必要と

判断した場合に、転居者に対して

引越関連手続を案内する事務 

- 

 


